別添
令和８年度香川県立特別支援学校高等部新入生への学習者用タブレット端末等の購入業務仕様書
１　件名
令和８年度香川県立特別支援学校高等部新入生への学習者用タブレット端末等の購入業務（以下「本業務」という。）

２　目的
香川県教育委員会（以下「教育委員会」という。）では、県立特別支援学校の高等部で使用する生徒１人１台の学習者用タブレット端末等（以下「端末等」という。）について、生徒（保護者等）の負担により整備を行うこととしている。
このことを踏まえ、教育委員会が端末調達業者（以下「調達業者」という。）及び購入価格等を決定の上、調達業者の斡旋を行うことにより、スケールメリットによる生徒（保護者等）及び学校の負担軽減を図りつつ、円滑な調達を実現させることを目的とする。

３　本調達の概要
（１）教育委員会は、本業務について、公募公告を実施し、応募意思表明書を提出した事業者の中で、最も安価な見積書を提出した事業者を調達業者として生徒（保護者等）に斡旋する。
（２）斡旋する端末等は、別紙１の仕様を満たすものとする。
（３）斡旋する端末等の価格は、教育委員会に提示した金額をもって生徒（保護者等）への販売価格とし、調達業者は調達に関する協定を教育委員会と締結する。
（４）生徒（保護者等）は、購入申込書を学校を経由して、調達業者に提出する。
（５）端末代金の支払いは、原則として保護者等が受けるべき県の補助金等を保護者等の委任に基づき、学校が調達業者に支払うことにより行う。
（６）生徒（保護者等）の購入申込みによる発注後、調達業者は納入期限までに端末を納入する。

[bookmark: _Hlk172060097]４　ハードウェア・ソフトウェアの仕様、保証
別紙１のとおり。

５　想定調達数量・価格の上限について
別紙１の仕様を満たす端末を１種類準備すること。
購入者が購入しやすい価格となっていること。
（１）想定調達数量（詳細は別紙２のとおり）
iPad　180 台程度 
ただし、想定調達数量は予定であり、入学者等の増減があった場合等により増減することがある。これにより、購入台数が減った場合であっても、減った台数を教育委員会が補償して購入するものではない。
（２）価格の上限について
	端末１台の上限額（消費税及び地方消費税を含む）

	104,930円
（本体、キーボード一体型カバー、タッチペン、画面保護フィルム、端末管理機能（MDM）ソフト３年間、Webフィルタリングソフト３年間、設定作業、３年間の保証を含む。）




６　納入期限
[bookmark: _Hlk172058965]（１）納品場所は各学校とする。
※予定調達台数等詳細は別紙２のとおり。
表に示す各学校の予定調達台数は最大数を見込んだものである。
（２）調達台数に変更があった場合も単価の変更は行わないこと。
（３）出荷時は、発送単位ごとの各機器の梱包箱の外側に、収納した機器のシリアルナンバーの一覧を表示すること。
（４）学校の要望に応じて、各機器の梱包箱に任意の内容を表示したラベルを貼ること
（５）機器納入期限等
次の納入要件を満たす場合、納入期限はアのとおりとする。（詳細な納品日時は各校と相談の上、決定すること）
ア　納入期限
　　令和８年３月31日まで受注分　令和８年４月30日
令和８年４月30日まで受注分　令和８年５月31日
令和８年５月１日以降受注分　　協議の上決定
イ　納入要件
生徒（保護者等）から各受注期限までに購入申込書が提出された場合　
※ 注文受付分について受付後10日以内に注文者氏名、注文内容、納入予定日を一覧にして、各学校に送付すること。また、各学校から照会があった場合はその都度応じること。
（６）搬入作業は施設等を傷つけることの無いよう万全を期すこと。施設等の破損があった場合は、各学校と協議の上、対応すること。
（７）納品は、各学校の担当者の立ち合いのもと実施すること。
（８）納品の際、納品書、請求書を持参すること。

７　設定作業等
（１）端末のシリアルナンバー、MACアドレス、生徒氏名、申込番号を紐づけし、各学校へ一覧をExcelデータで提出すること。
（２）納品後に初期不良が認められた場合は、速やかに機器交換や修理対応に応じること。
（３）プロビジョニング作業等の端末登録及び初期設定作業を実施すること。
※端末の登録に必要な情報は協議の上決定する。
（４）学校Wi-Fi通信設定作業を実施すること。
既存のWi-Fiへの接続情報は教育委員会より事前に提示する。
（５）端末本体、電源アダプタ、キーボード一体型カバー、タッチペンに指定された申込番号ラベルの作成及び貼付を実施すること。
　　
８　その他
（１）本仕様書に係る全ての費用（端末の運搬、搬入等に要する一切の経費を含む）を端末価格に含めて販売すること。
（２）納品時までに判明した不具合や、納品後に判明した不具合（リコール）並びに初期不良については、調達業者がメーカーと協力して、該当する機種全台を対象に部品交換等の改善措置を講ずること。
（３）端末購入・故障にあたっての学校等からの問合せに対して迅速に対応すること。
（４）機密の保持
①　受託者は、教育委員会の許可なく、本業務で知り得た情報や資料等について公表をしてはならない。また、第三者に対し情報が漏洩しないよう十分に配慮すること。
②　受託者及び業務従事者は、業務上知り得た情報について、第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。本協定終了後または解除後においても守秘義務を負うものとする。
③　作業に必要となる個人情報については、その内容・目的を生徒及び保護者に明示し、利用の承諾を得ること。
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[bookmark: _Hlk173182049]別紙１　調達するハードウェア・ソフトウェアの仕様、保証
１　ハードウェア
　（１）iPad
	項　　目
	仕　　　様

	機種
	・iPad第11世代であること。

	OS
	・iPad OSであること。

	ストレージ
	・128ＧＢ以上であること。

	画　面
	・10～14インチ、タッチパネルであること。
・同時に納入する「（３）タッチペン」に対応していること

	無　線
	・IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax以上　Wi-Fi６準拠であること。

	カメラ
	・インカメラ及びアウトカメラを備えていること。

	バッテリ
	・内蔵バッテリで８時間以上駆動すること。

	外部接続端子
	・USB2.0以上であってUSB Type-C PD（Power Delivery）に対応したポートを１以上搭載していること。

	重　量
	・1.5kg程度を超えないこと（本体及びキーボード一体型カバーの合計）。


　
　（２）キーボード一体型カバー
　　○　日本語JIS配列準拠キーボードであること。
　　○　キーボードと一体型の本体カバーになっており、利用時に端末を自立させるスタ
　　　ンドになること。
　　○　Bluetooth接続でなく、Smart Connectorを介して端末から電源供給すること。
　　○　前面、背面および側面の保護ができるカバーであること

　（３）タッチペン
　　○　同時に納入する端末での操作確認が適正に完了している製品であること。
　　○　パームリジェクション機能があること。
　　○　充電式であること。

　（４）画面保護フィルム
　　○　納入する端末本体に適合したフィルムであること。
　○　端末本体画面に貼付した状態で納入すること。その際、気泡等が入らないよう視　
　　認性・操作性に十分留意すること。
　○　端末本体に貼付した状態でも、同時に納入する「(３)タッチペン」の機能が損なわれないものであること。

２　保　証
	期　間
	３年間であること。

	対象機器
	端末本体
※内蔵バッテリーは対象外。

	保証の原因
	自然故障、物損故障（破損、水濡れ、水没、落雷等）、水災、火災
（故意による場合、改造、地震、噴火、津波等に起因する天災の場合は対象外）、盗難（警察が発番する盗難届受理番号を取得後、１週間以上不明の場合）

	保証内容
	修理もしくは代替機器との交換
・　１回あたりの保証上限金額設定は６万円以上とすること。
・　上限金額に関係なく、各回の修理金額は累積せず、回数無制限で保証対象とすること。
・　修理不可の場合及び修理費用が保証上限金額を超える場合は、代替機器と交換すること。また交換後も保証を継続すること。
・　代替機器は同機種を用意すること。メーカーの都合等により同機種を用意できない場合は、同スペック程度の機器を用意すること。

	修理受付
	・　電話、電子メールのいずれかまたは両方による受付を設けること。※修理依頼は、生徒（保護者等）、学校職員に限る（対応時間　平日9:00～18:00）。
・　故障時の対応フローなど仕様内容を補足説明する事項について図等を用いて説明すること。

	対象機器の
受渡場所
	・　対象生徒が在籍する学校または生徒宅からの配送で、返送は発送元へ送ること（配送費は全て調達業者の負担。）。

	その他
	・　仕様書に記載している内容よりも、さらに有益な保証を提案できる場合は、その内容も記載すること。
・　納入時に準じる設定作業を行い、スムーズに復帰できるようにすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



３　ソフトウェア
（１）Jamf Pro（教育機関用）を令和８年４月１日から３年間利用できること。
（２）Webフィルタリングソフト（Cisco Umbrella）を令和８年４月１日から３年間利用できること。　

４　特記事項
（１）端末は、製造したメーカー正規代理店の正式なサポートを受けられる製品であること。
（２）端末は、サプライチェーン・リスクに考慮した製品であること。



別紙２　想定調達台数（令和８年度香川県立特別支援学校高等部入学予定人数（令和７年１０月　見込み））
	№
	学校名
	所在地
	電話番号
	調達
台数（台）
	備考

	1
	小豆島みんなの支援学校（香川中部支援学校小豆分教室）
	小豆郡小豆島町池田1789番地
	0879-61-3201
	0
	

	2
	香川東部支援学校
	さぬき市長尾西475番地
	0879-52-2581
	28
	

	3
	視覚支援学校
	高松市扇町二丁目9番12号
	087-851-3217
	2
	

	4
	聴覚支援学校
	高松市太田上町513番地1
	087-865-4492
	2
	

	5
	香川中部支援学校
	高松市田村町784番地
	087-867-3522
	67
	

	6
	高松支援学校
	高松市田村町1098番地1
	087-865-4500
	8
	

	7
	香川丸亀支援学校
	丸亀市飯野町東分592番地1
	0877-24-1215
	39
	

	8
	善通寺支援学校
	善通寺市仙遊町二丁目1番2号
	0877-62-7631
	16
	

	9
	香川西部支援学校
	観音寺市出作町字池下712
	0875-25-1775
	17
	

	計
	179
	



＜参考　令和７年１０月１日現在の高等部１年生の人数＞
	№
	学校名
	所在地
	電話番号
	人数（人）
	備考

	1
	小豆島みんなの支援学校（香川中部支援学校小豆分教室）
	小豆郡小豆島町池田1789番地
	0879-61-3201
	1
	

	2
	香川東部支援学校
	さぬき市長尾西475番地
	0879-52-2581
	21
	

	3
	視覚支援学校
	高松市扇町二丁目9番12号
	087-851-3217
	0
	

	4
	聴覚支援学校
	高松市太田上町513番地1
	087-865-4492
	3
	

	5
	香川中部支援学校
	高松市田村町784番地
	087-867-3522
	39
	

	6
	高松支援学校
	高松市田村町1098番地1
	087-865-4500
	10
	

	7
	香川丸亀支援学校
	丸亀市飯野町東分592番地1
	0877-24-1215
	30
	

	8
	善通寺支援学校
	善通寺市仙遊町二丁目1番2号
	0877-62-7631
	9
	

	9
	香川西部支援学校
	観音寺市出作町字池下712
	0875-25-1775
	19
	

	計
	132
	



